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(57)【要約】
【課題】画像表示素子の膜厚誤差が生じた場合であって
も、光の取り出し効率を減少させることがない表示装置
及びその発光方法を提供する。
【解決手段】複数の画像表示素子を備える。各画像表示
素子は、少なくとも、発光に関与する複数の層からなる
積層３と、該積層３を間に挟む形で配置された一対の電
極（第１の透明電極２及び第２の透明電極４）と、一方
の電極（第１の透明電極２）側に配置された透明基板１
と、他方の電極（第２の透明電極４）側に配置された光
学フィルター（円偏光フィルター５）及び反射層（封止
層６）とを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像表示素子からなる表示装置において、
　前記画像表示素子は、少なくとも、発光に関与する複数の層からなる積層と、該積層を
間に挟む形で配置された一対の電極と、一方の電極側に配置された透明基板と、他方の電
極側に、電極側から順に光学フィルター、反射層が形成されている光学フィルター及び反
射層とを含んで構成されたことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記光学フィルターは、外光の入射に対し、その反射光を除去するとともに、前記発光
に関与する複数の層からなる積層から発光した光のうち、前記光学フィルター及び前記反
射層側に入射した光を除去することを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記光学フィルターは、円偏光フィルターであることを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記光学フィルター及び前記反射層は、フィルム状に形成され、画像表示素子の片面を
覆うことで画像表示素子を封止することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１
項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記透明基板の表面に、外光の拡散反射層を配置したことを特徴とする請求項１乃至請
求項４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記発光に関与する複数の層からなる積層のうちの少なくとも１層は、有機ＥＬ材料か
らなることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　複数の画像表示素子からなる表示装置の発光方法において、
　前記画像表示素子は、少なくとも、発光に関与する複数の層からなる積層と、該積層を
間に挟む形で配置された一対の電極と、一方の電極側に配置された透明基板と、他方の電
極側に、電極側から順に光学フィルター、反射層が形成されている光学フィルター及び反
射層とを含んで構成され、
　前記発光に関与する複数の層からなる積層内で発光した光のうち、前記光学フィルター
及び前記反射層を経て、前記透明基板側に向かう光を除去し、前記発光した光のうち、そ
のまま前記透明基板側に向かう光を前記透明基板の外側に導くことを特徴とする表示装置
の発光方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその発光方法に関するものであり、特に、発光した光の干渉効
果を抑制するための光学フィルターを備えた表示装置及びその発光方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　電子銃によって電子をスクリーン上の蛍光体に衝突させ、そのエネルギーで蛍光体を発
光させるブラウン管（ＣＲＴ：Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）は、表示品質とコス
トの点で秀でており、長い間、テレビやパソコンなどの表示装置として使用されてきた。
【０００３】
　近年では、重くて嵩高いＣＲＴから、省スペースの利便性、携帯性を重視するフラット
パネルディスプレイ（ＦＰＤ：Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）の研究開発が進
み、製品化もなされている。ＦＰＤには、非発光型の液晶ディスプレイや、自発光型のプ
ラズマディスプレイ（ＰＤ）、フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）、有機Ｅ
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Ｌ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイなどがある。
【０００４】
　これらの表示装置には、室内灯や、部屋に差し込んでくる太陽光などの外光による画質
劣化を防ぐために、表示装置表面に円偏光フィルターを設けたものがある。
【０００５】
　このような表示装置として、有機ＥＬディスプレイの前面に円偏光フィルターを設ける
ことにより、外光を除去するものが開示されている（特許文献１参照）。
【０００６】
　ところで、有機ＥＬディスプレイの大画面化に向けて、高分子材料を用いた塗布型のデ
ィスプレイの開発が進んでいる。図６は、塗布型の有機ＥＬディスプレイにおける一般的
な画像表示素子の構成を示す模式図である。
【０００７】
　図６において、画像表示素子は、ガラス基板２３、透明電極２４、発光に関与する積層
２５、金属電極２６、及び封止層２７からなり、さらに、光学フィルター２２がガラス基
板２３の表面に設けられている。光学フィルター２２の種類としては、例えば、円偏光フ
ィルターを挙げることができる。
【０００８】
　このような構成からなる画像表示素子について、発光に関与する積層２５内で発光した
光と、画像表示素子の外部から入射する外光とが、各々どのような振る舞いをするかを説
明する。
【０００９】
　まず、発光に関与する積層２５内で発光した光について説明する。図６（左側）におい
て、符号２８で示す星印を１つの発光点とする。有機ＥＬ画像表示素子からの発光は、ラ
ンダムに配置・配向された双極子からの自然放出光として取り扱うことができ、あらゆる
方向に等しい強度で発光している点光源の集まりと考えられる。その点光源は、発光に関
与する積層２５内で電子とホールのキャリアバランスにより決定される、ある面近傍に多
数並んでいる。
【００１０】
　自然放出光の可干渉距離については、異なる点光源同士の発光は干渉しないと考えられ
る。したがって、１つの点光源から発光した光の干渉だけを考えればよく、その可干渉距
離は、波長と同程度か数十波長程度、つまり、数μｍである。そこで、発光点２８を発光
面の代表として、その干渉の影響を考える。
【００１１】
　発光点２８から全方位に発光した光のうち、吸収や、全反射の影響で除去される光を除
くと、外部に取り出される光は、次の２つの光束である。すなわち、発光点２８からその
ままガラス基板２３側に出ていく光と、発光点２８から、金属電極２６側に向かい、金属
電極２６の表面で反射され、ガラス基板２３側に向かう光である。
【００１２】
　この両者の光は、図６中、符号２９で示す点、すなわち発光に関与する積層２５と透明
電極２４の界面等で干渉する。図７は、その干渉により外部に取り出される光の相対的な
光量を計算により求めた一例を示している。図７において、横軸は、発光点２８から金属
電極２６の表面までの光学距離で、発光に関与する積層２５内での発光波長λを用いて示
している。ここで、真空中の発光波長をλ0とし、屈折率ｎの発光に関与する積層２５内
での発光波長をλとすると、λ0＝ｎ・λとなる。また、図７において、縦軸は相対的な
光量である。
【００１３】
　図７に示すように、発光点２８から金属電極２６の表面までの光学距離が１／４λの時
に、両者の光が強めあうことがわかり、ＲＧＢの三原色の波長に従って、最適な厚みとな
るように各画像表示素子の厚みが設計されている。
【００１４】
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　一方、図６（右側）を参照して、外光の振る舞いを説明する。外部から入射した光は円
偏光フィルター２２を経て、各層を透過し、金属電極２６の表面で反射され、再び各層を
透過し、円偏光フィルター２２を経て、外部に出てくる。この時、円偏光フィルター２２
と、反射層として機能する金属電極２６との働きにより、ほとんどの外光は反射されない
。図８を参照して、その働きを説明する。
【００１５】
　図８において、円偏光フィルターは、偏光子３２と、１／４波長板３３とにより構成さ
れる。また、図８において、３４は反射層であり、図６では、金属電極２６の表面がこの
反射層として機能する。無偏光の外光３５が、ｘ軸方向に直線偏光の透過軸方向を持つ偏
光子３２を通過すると、ｘ軸方向に沿った直線偏光の光３６となる。さらに、直線偏光の
光３６が、ｘ軸とｙ軸の４５度方向に合わせた１／４波長板３３を通過すると、円偏光の
光３７に変換される。
【００１６】
　円偏光の光３７は、反射層３４で、反対回りの円偏光の光３８として反射される。説明
のため、反射光を図８の右側に示す。反射された円偏光の光３８は、再び、１／４波長板
３３を通過することで、直線偏光の光３６とは直交する方向に、直線偏光の偏光方向を持
つ光３９に変換される。偏光子３２は、ｙ軸方向の直線偏光の光を吸収するものであるか
ら、直線偏光の光３９は、偏光子３２により吸収され、外部に反射される光４０は偏光子
３２の消光比に従って減少させられる。
【００１７】
　このように、光学フィルターとしての円偏光フィルターと反射層との働きにより、外光
はほとんど除去される。しかしながら、円偏光フィルターの偏光子３２の影響で、発光に
関与する積層で発光した光もおよそ半分の光量が吸収されてしまうという問題があった。
【００１８】
　また、他の先行技術として、光取り出し電極とは反対側の透明電極の外側に、光吸収層
を配置する技術（特許文献２参照）、あるいは干渉によって反射を防ぐ層を配置する技術
（特許文献３参照）が開示されている。
【００１９】
【特許文献１】特開平７－１４２１７０号公報
【特許文献２】特開２００３－１７２６４号公報
【特許文献３】ＷＯ２００４／０４４９９８号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　有機ＥＬディスプレイの画像表示素子を設計する際には、図７で示す干渉効果の最適値
で膜厚を設計する。しかし、図７から明らかなように、最適値から厚みがずれて画像表示
素子が作成されると、急激に外部に取り出される光量が落ちるという問題があった。特に
、塗布型で大画面の画像表示素子を作成した場合には、厚み誤差が生じやすく、画面の場
所によって、干渉による取り出し光量が変化するという問題があった。
【００２１】
　本発明は、上述した事情に鑑み提案されたもので、画像表示素子の膜厚誤差が生じた場
合であっても、光の取り出し効率を減少させることがない表示装置及びその発光方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の表示装置及びその発光方法は、上述した目的を達成するため、以下の特徴点を
備えている。すなわち、本発明の表示装置は、複数の画像表示素子からなる。そして、各
画像表示素子は、少なくとも、発光に関与する複数の層からなる積層と、該積層を間に挟
む形で配置された一対の電極と、一方の電極側に配置された透明基板と、他方の電極側に
、電極側から順に光学フィルター、反射層が形成されている光学フィルター及び反射層と



(5) JP 2009-54503 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

を含むことを特徴とするものである。
【００２３】
　また、本発明の表示装置の発光方法は、発光に関与する複数の層からなる積層内で発光
した光のうち、光学フィルター及び反射層を経て透明基板側に向かう光を除去する。また
、発光に関与する複数の層からなる積層内で発光した光のうち、そのまま透明基板側に向
かう光を透明基板の外側に導くことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の表示装置及びその発光方法によれば、画像表示素子の製造時に膜厚が変動した
としても、急激に光の取り出し効率が変化することがなく、光の取り出し効率を減少させ
ることがない表示装置とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して、本発明の表示装置及びその発光方法を実施するための最良の形
態について詳細に説明する。
【００２６】
　図１は、本発明の実施形態に係る表示装置及びその発光方法に用いる画像表示素子の構
成を示す模式図である。
【００２７】
　図１において、１はガラスやプラスチックからなる透明基板で、本実施形態ではガラス
基板を用いた。また、２はＩＴＯやＺｎＯ等からなる第１の透明電極、３は少なくとも１
層が有機ＥＬ材料からなり、発光に関与する積層である。具体的には、積層３はＰＥＤＯ
Ｔ‐ＰＳＳ等からなるホール注入層、高分子や中分子の塗布可能な有機ＥＬ材料からなる
発光層、及びＣｓ2ＣＯ3等からなる電子注入層などから構成される。もちろん、有機ＥＬ
発光材料からなる発光層を含む発光に関与する積層３は、これに限定されるものではない
。
【００２８】
　また、４はＩＴＯやＺｎＯ等からなる第２の透明電極であり、第１の透明電極２とで一
対の電極を構成する。第２の透明電極は、第１の透明電極２と同じ材質であってもよく、
あるいは違う材質であってもよい。また、５は光学フィルターとして機能する円偏光フィ
ルターであり、６は反射層として機能する封止層である。ここでは、光学フィルターとし
て、円偏光フィルター５を例にとって説明するが、その他の機能を兼ね備えたフィルター
であってもよい。
【００２９】
　図１（左側）において、発光に寄与する積層３内に発光点７が存在するとする。発光点
７から全方位に発光した光のうち、吸収や、全反射の影響で除去される光を除くと、次の
２つの光束が残る。すなわち、発光点７からそのまま一方の電極である第１の透明電極２
側に配置されたガラス基板１側（透明基板側）に出ていく光である。そして、発光点７か
ら、他方の電極である第２の透明電極４側に配置され、反射層として機能する封止層６側
に向かい、封止層６の表面で反射され、ガラス基板１側に向かう光である。
【００３０】
　両者の光が、従来の画像表示素子と同様に存在すると、発光に関与する積層３と第１の
透明電極２の界面８等で干渉する。
【００３１】
　しかしながら、本実施形態の発光装置及びその発光方法では、発光点７と、反射層とし
て機能する封止層６の間に、円偏光フィルター５が配置されている。したがって、発光点
７から封止層６側（すなわち、光学フィルター及び反射層側）に向かう光は、円偏光フィ
ルター５と封止層６との働きによって、封止層６の表面で反射される。そして、円偏光フ
ィルター５を出る段階（図中、符号９で示すポイント）で除去されることになる。これは
、図８で示す外光の振る舞いと同様である。すなわち、発光点７から、反射層として機能
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する封止層６側に向かった光は干渉ポイント８に戻ってこないため、発光点７からそのま
まガラス基板１側に出ていく光との干渉現象が生じない。
【００３２】
　ここで、発光層では等方的に発光しているので、発光点７から反射層として機能する封
止層６側に向かった光と、発光点７からそのままガラス基板１側に出ていく光はほぼ同等
の光量と考えられる。本実施形態のように、発光点７から、反射層として機能する封止層
６側に向かった光だけを除去したとすると、５０％の光が除去されたことになる。これは
、ガラス基板の表面に円偏光フィルターを配置した従来例において、円偏光フィルターに
より、外に向かう光の５０％の光量を除去するものと同等になっている。
【００３３】
　しかしながら、本実施形態では、膜厚誤差による、取り出し効率の急激なムラを解消す
ることができるので、画像表示素子作成の容易さを向上することができる。
【００３４】
　次に、図１（右側）を参照して、外光の振る舞いを説明する。図１に示すように、外部
から入射した光のほとんどは、ガラス基板１、第１の透明電極２、発光に寄与する積層３
、第２の透明電極４を透過して、円偏光フィルター５に入射し、反射層として機能する封
止層６で反射され、再び、円偏光フィルター５に入る。ここで、円偏光フィルター５と反
射層として機能する封止層６との働きは、図８で示したものと同様である。したがって、
符号１０で示すポイントにおいて、外光は円偏光フィルター５を出たところで除去される
ことになり、再び、ガラス基板１を出て外に放射されることはない。
【００３５】
　このように、発光点７と反射層として機能する封止層６との間に円偏光フィルター５を
配置しても、従来の画像表示素子と同様に外光を除去することができる。
【００３６】
　次に、図２を参照して、本発明の実施形態に係る表示装置に用いる画像表示素子の作成
手順を説明する。図２は、本発明の実施形態に係る表示装置に用いる画像表示素子の作成
手順を示すフローチャートである。
【００３７】
　本発明の実施形態に係る表示装置に用いる画像表示素子を作成するには、図２に示すよ
うに、まず、製造装置に基板となるガラス基板を投入し、駆動方法に応じて配線等を作成
する（Ｓ１）。具体的には、アクティブマトリックス駆動の場合に、スイッチングや駆動
電流を流すためのＴＦＴとデータ記憶用のキャパシターなどを作成する。
【００３８】
　続いて、駆動方法に応じて処置が施されたガラス基板に対して、スパッタ蒸着やフォト
リソグラフの工程を経て、表示画素の配置に応じて、ＩＴＯ等の第１の透明電極を形成す
る（Ｓ２）。
【００３９】
　次に、発光に寄与する積層を順次形成する。ここで、低分子の有機ＥＬ材料を用いる場
合には、蒸着によって積層を形成する。この方法は、膜厚を制御し易いが、大画面を製造
するのが困難であるという特徴がある。また、中分子または高分子の有機ＥＬ材料を用い
る場合には、塗布によって積層を形成することができ、大画面の表示装置の製造が可能と
なる。本実施形態では、塗布によって積層を形成する方法を説明する。
【００４０】
　塗布によって積層を形成する方法には、数種類ある。例えば、圧電素子等によりノズル
に圧力を加え、溶媒に溶かした有機材料等を基板に噴射するインクジェット方式がある。
また、基板に溝（バンク）を形成し、細いノズルを用いて、溶媒に溶かした有機材料等を
溝の間に流しこむノズル方式がある。また、溶媒に溶かした有機材料等を霧状にして基盤
に噴霧するスプレーＣＶＤ方式がある。また、ノズルと基板間に電圧をかけて、積極的に
溶媒に溶かした有機材料等を基板に噴射するＥＳＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｓｐｒａｙ　Ｄｅ
ｐｏｓｉｔｉｏｎ）方式がある。本実施形態では、ノズル方式を用いて積層を形成するが
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、他の方式であっても本発明に適応できることは勿論である。
【００４１】
　上述したステップ２（Ｓ２）に続いて、基板上に、溶媒に溶かした有機材料等を塗布す
るために必要なバンクを形成する（Ｓ３）。バンクの材料として、ポリイミドなどを用い
ることができる。ポリイミドを溶媒に溶かし、スピンコート法等により基板全体に塗布し
、フォトリソグラフ工程で表示画素に応じたバンクが形成される。その後、バンクを硬化
するためにベークを行う。
【００４２】
　次に、発光に寄与する積層を形成する。
【００４３】
　発光に寄与する積層を形成する工程では、まず、基板上にホール注入層を形成する（Ｓ
４）。具体的には、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳをホール注入層とした場合を考えると、ノズル方
式により、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳの水溶液をバンク間に流し込みホール注入層を形成する。
その後、残留溶媒を飛ばすために、ベークを行う。
【００４４】
　続いて、ＲＧＢの３原色に応じた有機ＥＬ材料をトルエン等の有機溶剤に溶かし、それ
ぞれ別のノズルを用いてホール注入層の上でバンク間に流し込み、発光層を形成する（Ｓ
５）。従来の画像表示素子では、干渉の効果を用いていたので、各色別々に最適な膜厚が
あり、大画面の基板全面で、膜厚を均一にするのはとても困難であった。これに対して、
本実施形態では、光の干渉の効果は少なく、膜厚に対する要求は減じられている。
【００４５】
　続いて、電子注入層を形成する（Ｓ６）。具体的には、真空蒸着等により、発光層の上
にＣｓ2ＣＯ3からなる電子注入層を形成する。
【００４６】
　続いて、第２の透明電極として、スパッタ蒸着等によりＩＴＯを形成する（Ｓ７）。
【００４７】
　続いて、円偏光フィルターを形成する（Ｓ８）。ここでは、円偏光フィルターとして、
フィルム状に作成されたものを用いて、基板全体を覆う形で作成する。
【００４８】
　最後に、封止処理を行う（Ｓ９）。この際、ＣＶＤ等で封止膜を形成してもよいし、ス
テップ７（Ｓ７）において、予めフィルム状の円偏光フィルターの裏面に封止膜を形成し
ておき、透明電極上に封止膜付きの円偏光フィルターを覆うように形成してもよい。すな
わち、円偏光フィルター及び反射層をフィルム状に形成しておき、画像表示素子の片面を
覆うことで画像表示素子を封止することもできる。
【００４９】
　以上の工程で、本発明の実施形態に係る表示装置に用いる画像表示素子が作成される。
なお、発光に寄与する積層を作成する工程で、キャリア分布を調整するための電子ブロッ
キング層やホールブロッキング層を形成しもよいし、ノズル方式により、ホールを発光層
に輸送する層を形成してもよい。また、これらの層を形成する際に、光で硬化する性質の
材料を用いて、各層上に塗布する溶剤に材料が溶けないようにしてもよい。
【００５０】
　次に、本発明の表示装置及びその発光方法の他の実施形態を説明する。
【００５１】
　図３及び図４は、本発明の他の実施形態に係る表示装置及びその発光方法に用いる画像
表示素子の構成を示す模式図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部分
には同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。
【００５２】
　図３に示す画像表示素子は、円偏光フィルター５と封止層１２との間に積極的に反射層
１１を形成し、その上に封止層１２を形成したものである。このような構成とすることに
より、反射層として機能する封止層１２において一部の光が透過して迷光となり、他の色
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の画像表示素子や、ＴＦＴ等に有害な影響を及ぼさないようにすることができる。
【００５３】
　図４に示す画像表示素子は、ガラス基板１の表面で反射される外光の影響を除くために
、ガラス基板１の下に外光の拡散反射層１３を形成したものである。このような構成とす
ることにより、表示装置を見ている人の像や、室内灯などの映り込みを除外することがで
きる。
【００５４】
　次に、上述した画像表示素子を用いた表示装置について説明する。
【００５５】
　図５は、本発明の実施形態に係る表示装置を示すブロック図である。
【００５６】
　本発明の実施形態に係る表示装置１４は、上述した画像表示素子を用いて構成されてい
る。この表示装置１４は、図５に示すように、少なくとも、表示制御部１６、Ａ／Ｄ変換
ｏｒサンプリング回路１７、バッファメモリ１８、Ｘドライバ１９、Ｙドライバ２０、及
びマトリックス型の表示部２１を有している。
【００５７】
　表示制御部１６は、外部から入力される映像信号１５を各画素のデジタルデータに変換
し、マトリックス型の表示部２１に表示する一連の操作を制御するためのものである。
【００５８】
　表示装置１４に入力される映像信号１５は、ビデオ信号等のアナログ信号であってもよ
いし、ＤＶＤ等のデジタル信号であってもよい。映像信号１５が表示装置１４に入力され
ると、表示制御部１６の制御に従って、Ａ／Ｄ変換ｏｒサンプリング回路１７において各
画素の表示データに変換される。そして、各画素の表示データは、バッファメモリ１８に
格納される。
【００５９】
　一方、バッファメモリ１８に格納されている各画素の表示データは、表示制御部１６の
制御に従って読み出される。そして、Ｘドライバ１９及びＹドライバ２０により、表示部
２１に対応した各画像表示素子に対して表示データを書き込むことで、画像が表示される
。
【００６０】
　表示部２１は、画像表示素子がマトリックス状に並んで構成される。画像表示素子の駆
動方式を大別すると、パッシブマトリックス駆動方式と、アクティブマトリックス駆動方
式とがある。
【００６１】
　パッシブマトリックス駆動方式は構造がシンプルであり、列と行に分けた信号電極と、
走査電極の交点の電極との間に電圧を与え、両電極間に挟まれた画素を光らせる駆動方式
である。このパッシブマトリックス駆動方式は、小画面の有機ＥＬディスプレイに採用さ
れている。一方、アクティブマトリックス駆動方式は、画素毎に数個のＴＦＴ（Ｔｈｉｎ
　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）と、データ記憶用のキャパシターとを必要とする。
しかし、アクティブマトリックス駆動方式は、パッシブマトリックス駆動方式に比べて反
応速度が短く、また、大画面にすると、駆動電圧やエネルギー消費の点で優位になる。し
たがって、このアクティブマトリックス駆動方式は、大画面の有機ＥＬディスプレイに採
用されている。
【００６２】
　本実施形態では、アクティブマトリックス駆動方式を用いた大画面の有機ＥＬディスプ
レイとしているが、小型の画面で用いられているパッシブマトリックス駆動であっても、
本発明を適応することができる。
【００６３】
　以上説明したように、本発明の表示装置は、複数の画像表示素子からなる表示装置にお
いて、発光に関与する積層内の発光点と、反射層として機能する封止層との間に円偏光フ
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の製造時において膜厚が変動したとしても、光取り出し量の変動を抑制することができる
。
【００６４】
　また、従来のように、光取り出し電極とは反対側の透明電極の外側に、光吸収層を配置
したものでは、光を吸収できず、光取り出し側の光と干渉を生じてしまう。これに対して
、本発明の表示装置及びその発光方法を組み合わせることにより、光の吸収率を上昇させ
ることができる。
【００６５】
　また、従来のように、干渉によって反射を防ぐ層を配置するものは、電極と反対側に向
かう光と、電極側に向かう光との干渉の場合と同様に、層構成の精度要求が厳しい。これ
に対して、本発明の表示装置及びその発光方法では、層構成の精度要求が緩和されて有利
となる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の実施形態に係る表示装置及びその発光方法に用いる画像表示素子の構成
を示す模式図である。
【図２】本発明の実施形態に係る表示装置の画像表示素子を作成する手順を示すフローチ
ャートである。
【図３】本発明の他の実施形態に係る表示装置及びその発光方法に用いる画像表示素子の
構成を示す模式図である。
【図４】本発明の他の実施形態に係る表示装置及びその発光方法に用いる画像表示素子の
構成を示す模式図である。
【図５】本発明の実施形態に係る表示装置の模式図である。
【図６】従来の塗布型の有機ＥＬディスプレイにおける一般的な画像表示素子の構成を示
す模式図である。
【図７】膜厚変動による発光光量の変動を示す説明図である。
【図８】円偏光フィルターの作用を示す説明図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　透明基板（ガラス基板）
　２　第１の透明電極
　３　発光に関与する積層
　４　第２の透明電極
　５　円偏光フィルター
　６　封止層（反射層）
　１１　反射層
　１２　封止層
　１３　外光の拡散反射層
　１４　表示装置
　１６　表示制御部
　１７　Ａ／Ｄ変換ｏｒサンプリング回路
　１８　バッファメモリ
　１９　Ｘドライバ
　２０　Ｙドライバ
　２１　マトリックス型表示部
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